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法人課税 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長等

(1)改正の概要
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・中小企業者等の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度（※2)の不適用措置について、その適用期限を2年延長（2022年（令和4
年）3月31日）する。

・ただし、所要の経過措置を講じ、設備廃棄等欠損金額の特例を廃止する。

・中小企業者等（※1）が少額減価償却資産（取得価額30万円未満の減価償却資産）を取得した場合に、一事業年度1年当たり300万円まで
取得価額の全額を損金に算入することができる特例の適用期限が2年延長（2022年（令和4 年）3月31日まで）される。

・ただし、対象法人について、以下の見直しが行われる。
①対象法人から連結法人を除外する。

②対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を500人以下（現行：1,000人以下）に引き下げる。

2．大法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長等

(2)改正の趣旨・背景

中小企業者等は、人員確保が困難な中でバックオフィスに十分な人員を割けないことが多く、また、一定のスキルが必要な経理人材を
十分に確保することは困難である。減価償却資産の管理や納税等に係る事務負担の軽減や事務処理能力の向上に資する少額資産の
取得を促進することによる事業効率の向上を図るため、中小企業者等が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得等した場合に
は、その取得価額の全額（限度：一事業年度1年当たり300万円まで）を損金に算入することが認められており、その特例が2年間、延長さ
れることとなった。

1．少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長等

(1)改正の概要

(※1)中小企業者等とは、中小企業者又は農業協同組合等以外の法人をいい、中小企業者とは、資本金が1億円以下の法人（同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総
額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。）、及び資本又は出資を有しない
法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいう。

（※2）欠損金の繰戻しによる還付制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に
開始したいずれかの事業年度)繰り戻して法人税額の還付を請求できるものをいう。


